
里親手当の取扱い 等について  

※ 平成20年3月14日全国家庭福祉施策担当係長会議資料としてお示ししたものに加筆・修正したもの   



里親の認定登録に関する手当の取扱い（施行日に子どもを受託している場合）  

①施行日に現に子どもを受託しており、施行日前に養子縁組を前提としている旨を申し出た場合   

養子縁組前提里親であ 
一しかるべ施行日から1年経過後は新手当額とする  

ることを選択   
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l  

；・施行日までに申し出があった場合には、養育里親名簿には氏名等を記載せず、養子縁組によって養親となることを希望する里親を  

王記載する名簿などを都道府県において作成し、これに氏名等を記載する。  

】 い施行日においてすでに子どもを委託されている里親については、養子縁組によって養親となることを希望することを申し出た場合で  
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②施行日に現に子どもを受託しているが施行日までに養子縁組を前提とするか、養育里親となるか申し出てない場合  

※ 現に委託児童を養育しているため、研修の一部  

（講義の一部と実習）の免除が可能。  いずれか決め  1年間にいずれか決定   億育里親を選択  

かねている  ・研修※受講  
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l  

…・施行日までにいずれも申し出がない場合には、養育里親とみなされる。  
l  

：・平成22年3月31日までの間に、養育里親研修を受講するか、養子縁組によって養親となることを希望することを申し出るか、いず  

：れかを選択してもらう。  

※ 研修を受講するまでの間は旧里親手当とする。  
l  

い平成22年3月31日までにいずれも行わない場合には、養育里親登録を取り消す。  
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里親の認定登録に関する手当の取扱い（施行日に子どもを受託している場合）  

③施行日に現に子どもを受託しており、施行日前に養育里親となることを申し出た場合（施行日前に研修を受けた場合）  

H21．4．1  

※現に委託児童を養育しているため、研修の一部（講義の一部と実習）の免除が可能。  
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；瀾行目までに養育里親を希望する申し出があった場合には、養育里親とみなして養育里親名簿に氏名等を記載し、施行日から新里：  
；親手当を支給する。  

1  

l‥，．，、‥．＿、．．＿．．．．．、．＿．．＿＿、．＿い】 い原則として施行日（平成21年4月1日）までの間に、養育里親研修を受講する。（やむを得ない事情がある場合については、平成22！  
；年3月31日までに研修を受講する。）  
I 】  

ト平成22年3月31日までに研修を受講しない場合には、委託停止、登録取消などを行う。  
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施行日に現に子どもを受託しており、施行日前に養育里親となることを申し出たが、事情により施行日後に研修を受けた場合  

H21．4．1  

※ 現に委託児童を養育しているため、研修の一部（講義の一部と実習）の免除が可能。   



里親の認定登録に関する経過措置（施行日に未受託の場合）  

⑤養子縁組を前提とする場合  

0円（新手当額）  

⑥養育里親となる場合  
7．2万円（新手当額）  
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1  

：・施行日までに養子縁組によって養親となることを希望する旨の申し出があった場合には、養育里親名簿へ登録しない。  

ll 里親を希望する旨の申し出があった場合には、平成22年3月31日までに養育里親研修を受講する（施行日まで  

l  

ll ；・養子縁組を前提とする場合も養育里親となる場合も施行日までに申し出ない場合については、〔、ったん、養育里親とみなす。その上； l  
：で、平成22年3月31日までに養子縁組によって養親となることを希望することを申し出るか、養育里親研修を受講するかする。いず  
：れも選択しない場合については、平成22年3月31日に名簿から取り消す。  

l  l  1  

I  

l＿  

l  

l  

l  

l  

＿ ＿＿＿＿＿＿l   

（養子縁組によって養親となることを希望する旨の申し出があった場合には、その時点で養育里親としての登録を取り消す。）  
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里親の認定登録に関する経過措置（施行日に子どもを5人以上受託している場合）  

⑦施行日に現に5人以上子どもを受託しており、養育里親となる場合  

H21．4．1  

■研修※受講 ※研修受講できない場合には、平成21年度中のいずれかのタイミングで研修を受講  

※ 現に委託児童を養育しているため、研修の一部（講義の一部と実習）の免除が可能。  

‾  

：・平成22年3月31日までに研修を受講しない場合には、委託停止、登録取消などを行う。  

⑧施行日に現に子どもを5人以上受託しており、22年4月1日までにファミリーホーム事業を実施する場合  

FH施行  事業開始  

卜施行日にいったん、養育里親とみなされる。（養育里親研修を受講していなければ旧手当額を支給。）現に受託している子どもを受  
託している間は5人以上受託できる。  

1年以内にファミリーホーム事業を開始すれば、研修は受講しなくてよい。ファミリーホーム開始後は新たな子どもを受託する場合で  
あっても、5人以上の子どもを受託できる。   



里親の認定登録に関する経過措置（施行日に子どもを5人以上受託している場合）  

⑨施行日に現に子どもを5人以上受託し、施行日前に研修を受講し、22年4月1日以降にファミリーホーム事業を実施する場合  

※ 研修受講できない場合には、平成21年度中のいずれかのタイミングで研修を受講  

※ 現に委託児童を養育しているため、研修の一部（講義の一部と実習）の免除が可能。  

・一  

．  

；が5人以上でよい。ただし、新たな子どもを受託する場合には、5人以上は受託できない。  
I t  

ト原則として施行日（平成21年4月1日）までの間に、養育里親研修を受講する。（やむを得ない事情がある場合については、平成22‡  
；年3月31日までに研修を受講する。）  
l l  

；（22年4月1日までにFHを開始できない場合は、22年4月1日までに養育里親研修を受講し、いったん、養育里親となることが必要）：  
I l  

：・平成22年3月31日までに研修を受講しない場合には、委託停止、登録取消などを行う。  
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⑩施行日に現に子どもを5人以上受託し、施行日後に研修を受講し、22年4月1日以降にファミリーホーム事業を実施する場合   

㌫′」  



里親制度の運営について（改正通知（案）） 新旧対照表  

第1 里親制度の趣旨  略  第1 里親制度の趣旨  
里親制度は、家庭での養育に欠ける児童等に、その人格の完全かつ調和のと   

れた発達のための温かい愛情と正しい理解をもった家庭を与えることにより   
愛着関係の形成など児童の健全な育成を図るものであること。  

第2 里親制度の運営  

1里親制度は、都道府県知事（指定都市にあっては、市長とし、児童相談所設   
置市にあっては、児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。）、児童相談所   
長、福祉事務所長、児童委員及び児童福祉施設の長が児童福祉法（昭和22年   
法律第164号）、児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）、児童福祉  

第2 里親制度の運営  
1里親制度は、都道府県知事（指定都市にあっては、市長とし、児童相談所設   
置市にあっては、児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。）、児童相談所   
長、福祉事務所長、児童委員及び児童福祉施設の長が児童福祉法（昭和22年   
法律第164号）、児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）、児童福祉   
法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）及び「里親が行う養育に関する最   
低基準」（平成14年厚生労働省令第116号。以下「最低基準」という。）   
のほか、本通知により、それぞれ運営し、関与するものであること。  

2 略  

法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）、「里親の認  定等に関する省令  
（平成14年厚生労働省令第115号。以下「  」という。）及び   

行う養育に関する最低夏季］   （平成14年厚生労働省令第116号。以下「最  
低基準」という。）のほか、本通知により、それぞれ運営し、関与するもので  
あること。   

2 児童福祉法第32条の規定により都道府県知事から児童を里親に委託する権  
限の委任を受けた児童相談所長は、必要と思われる事項につき、都道府県知事  
に報告すること。   

3 児童相談所長は、福祉事務所長、児童委員、児童福祉施設の長、市区町村、   
学校等をはじめ、里親会その他の民間団体と緊密に連絡を保ち、里親制度が円  
滑に実施されるように努めること。   

4 児童福祉施設の長は、里親とパートナーとして相互に連携をとり、協働して   

児童の健全育成を図るよう、里親制度の積極的な運用に努めること。特に、児   
童福祉施設に配置されている家庭支援専門相談員等は、里親への支援等に努め  
ること。   

第3 里親の認定等   
1 里親認定等の共通事項   
（1）里親の認定を受けようとする者（以下「里親希望者」という。）は、居住  

地の都道府県知事に対し、書面で、その旨を申し出なければならないこと。  
なお、この書面には、省令に規定する事項を記載させるほか、必要に応じ  

て、健康状態を調査するための健康診断書、経済状態を確認させるための書  
類を提出させること。   

（2）児童相談所長は、申出があった場合には、直ちに児童福祉司等を里親希望  
者の家庭に派遣し、又は福祉事務所長若しくは児童委員に調査委嘱を行う等  
の措置を採り、その適否について十分な調査を行った上、その適否を明らか  
にする書類を申出書に添付して、都道府県知事に送付すること∩   

3 児童相談所長は、福祉事務所長、児   
学校等をはじめ、里親支援機関、里親   
ち、里親制度が円滑に実 されるよう  

童委員、児童福祉施設の長、市区町村  
会その他の民間団体と緊密に連絡を保  
に努めること。  

4 児童福祉施設の長は、里親とパー  トナーとして相互に連携をとり、協働して  
児童の健全育成を図るよう、里親制度  
童福祉施設に配置されている家庭支援  

の積極的な運用に努めること。特に、児  
専門相談員等は、児卿  

努  機関等と連携し  里親への支援等に  

第3 里親の認定等   
1 里親認定等の共通事項   

（1ト（2）略  

‘3）  

確認すること  

也 都道府県知事は、里親の認定を行うに当たっては、里親希望者の申出があ  （3）都道府県知事は、里親の認定を行うに当たっては、里親希望者の申出があ   
った後速やかに認定の適否につき都道府県児童福祉審議会（児童福祉法第8   
条第1項ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会とす   

った後速やかに必要な研修を実施し  認定の適否につき都道府県（指定都市  
及び児童相   談所設置市を含む。以下同じ。）児童福祉審議会（児童福祉法第  



る。以下同じ。）の意見を聴くこと。  
なお、知識、経験を有する等児童を適切に養育できると認められる者につ   

いては、必ずしも配偶者がいなくても、里親として認定して差し支えないこ  
と。  

也1人の里親希望者について、異なった種類の里親を重複して認定しても差  
し支えないこと。  

且 里親が、里親認定を辞退する場合は、児童相談所長を経て、都道府県知事  
に、遅滞なく、その理由を付して届け出なければならないこと。  

也 都道府県知事は、更新の登録又は再認定を行う場合には、児童相談所長に   
当該里親の里親継続の意思や家庭状況等を調査させた上、次の点に留意して  
行うこと。   
ア 里親継続の意思がある者で、家庭調査の結果、省令に規定する資格要件  

に著しい変動のないものについては、更新の登録又は再認定を行い、都道  
府県児童福祉審議会には、その旨の報告をすれば足りること。  

なお、資格要件に著しい変動があるなどにより、更新の登録又は再認定  
が不適当であると認める者については、都道府県児童福祉審議会の意見を  
聴いて、その可否を決定しなければならないこと。  

イ 更新の登録又は再認定の場合の申請書の提出等の取扱いは、事務処理の  
簡素化等の観点から、各都道府県（指定都市及び児童相談所設置市を含  
む。以下同じ。）の実情に応じた運用を図られたいこと。  

ウ 2種類以上の里親の認定及び登録を受けている場合であって、それらに  
ついて更新の登録又は再認定を行うときは、それぞれの里親について資格  
要件等の調査を行う必要があること。   

2 養育里親の認定等   
華育里親の要件として刷  

」碑引こ必   
要な「健全」さであり、障害や疾病を有していても、児童の養育に差し支えな  

8条第1項ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会と   
する。以下同じ。）の意見を聴くこと。  

なお、知識、経験を有する等児童を適切に養育できると認められる者につ   
いては、必ずしも配偶者がいなくても、里親として認定して差し支えないこ   
と。  

也 略  

担 略  

辺 都道府県知事は、更新の登録又は再認定を行う場合には、児童相談所長に   
当該里親の里親継続の意思や家庭状況等を調査させた上、次の点に留意して  
行うこと。  
ア 

果録  
又は再認定を行い、都道府県児童福祉審議会には、その旨の報告をすれば  
足りること。  

なお、資格要件に著しい変動があるなどにより、更新の登録又は再認定  
が不適当であると認める者については、都道府県児童福祉審議会の意見を  
聴いて、その可否を決定しなければならないこと。   

イ 更新の登録又は再認定の場合の申請書の提出等の取扱いは、事務処理の  
簡素化等の観点から、各都道府県の実情に応じた運用を図られたいこと。  

ウ 専門里親の認定及び登録を受けている場合、専門里親としての更新の登   

■毒  

を行う必要があること。  
2 養育里親の認定等  
㈱引こ登  

録すること。  
登録の際に養育里親（専門里親含む。以下同  

－
■
岬
‥
－
‥
…
 
 

（2）都道府県知事は  
ければ、この要件を満たすこと  （委託期間、子どもの年齢、将来的に養子縁組によって養親とな  

担）ここその旨を記  

土且 
＿ （瀾削こ準じ、必要となる事項を冬簿  

に登録すること。  
！ヨ） 

里  
ついて把握すること。  

生 親族里親の認定等  
（1）略  

建） 
た 

3 親族里親の認定等  
（1）親族里親は、委託児童との間に3親等以内の親族関係が存在することが必  

要であるが、この事実は、戸籍謄本によって確認されたいこと。  
（2）親族里親については、児童の委託が解除されたときには、その認定を取り  

消すこと。この場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴く必要はない  

岬．i  

■・－丘一二こ；・▼1一上 L・｝，▲．▲L  ▲J  L＿－－乍⊥＿   
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旦脚認定等   
（1）職業指導里親認定を受けようとする者（以下「職業指導里親認定希望者」  

という。）は、居住地の都道府県知事に対し、書面で、その旨を申し出なけ  

ればならないこと。  
なお、この書面には、省令に規定する事項を記載させるほか、必要に応じ  

て、職業指導（省令第5条第2項に規定する職業指導をいう。以下同じ。）  
の内容や職場の環境を調査するための書類を提出させること。   

（2）児童相談所長は、申出があった場合には、1（2）の調査の中で又は直ちに児  
童福祉司等を職業指導里親認定希望者の家庭に派遣し、又は福祉事務所長者  
しくは児童委員に調査委嘱を行う等の措置を採り、その適否について十分な  
調査を行った上、その適否を明らかにする書類を申出書に添付して、都道府  
県知事に送付すること。   

（3）都道府県知事は、職業指導里親認定を行うに当たっては、職業指導里親認  
定希望者の申出があった後速やかに認定の適否につき都道府県児童福祉審議  
会の意見を聴くこと。   

（4）職業指導里親認定及びその登録は、里親としての認定（里親認定）及びそ  
の登録がなされることを前提とするものであること。  

また、里親希望者が職業指導里親認定を受けることも希望している場合  
に、里親としての認定（里親認定）は認めつつ、職業指導に関する認定（職  
業指導里親認定）は認めないという取扱いも可能であること。同様に、里親  
認定及びその登録は維持しつつ、職業指導里親認定及びその登録のみ取り消  
すという取扱いも可能であること。   

（5）1人の里親が2種類以上の里親の認定及び登録を受けている場合、職業指  
導里親認定及びその登録もそれぞれの種類の里親ごとに受ける必要がある  
が、2つ以上の職業指導里親認定及びその登録をするときは、重複する調査  
を省略するなど、事務処理を簡素化して差し支えないこと。   

（6）1（6）の規定は、職業指導里親認定について都道府県知事が更新の登録又は  
再認定を行う場合に準用すること。  

なお、里親認定の登録と職業指導里親認定の登録が同時になされた場合に  
ついては、5年（専門里親の場合には2年）ごとに両者の更新の登録を行う  
こと。  

他方、里親認定の登録の後に職業指導里親認定の登録がなされた場合につ  
いては、職業指導里親認定の登録をする際に里親認定の登録の適否について  
も併せて審査することとなるから、職業指導里親認定の登録をした日から5  
年（専門里親の場合には2年）ごとに両者の更新の登録をすればよいこと。   

第4 里親への委託等   
1 委託等の共通事項   
（1）都道府県知事の役割  

ア 都道府県知事は、児童福祉法第27条第1項第3号の措置又は措置の変  
更をしようとするときは、児童相談所長、児童福祉施設の長、児童又はそ  
の保護者の意見を十分聴き、里親制度の活用を図るように努めること。  

イ 都道府県知事は、里親に児童を委託する場合、里親と委託する児童との  
適合等が極めて重要なので、児童のアセスメントや里親と児童の調整を十   

」ま、脚  
4 削除  

第4 里親への委託等   
1 委託等の共通事項   
（1）都道府県知事の役割  

ア 都道府県知事は、児童福祉法第27条第1項第3号の措置又は措置の変  
更をしようとするときは、児童相談所長、児童福祉施設の長、里親支援機  
盟」児童又はその保護者の意見を十分聴き、里親制度の活用を由るようで  
努めること。  

イ 都道府県知事は、里親に児童を委託する場合、里親と委託する児童との  
里親支援機関等と連携し、児童のアセスメン  適合等が極めて重要なので  



トや里親と児童の調整を十分にした上で、当該児童に最も適合する里親に   
委託するように努めること。特に、その児童がこれまで育んできた人的関   
係や育った環境などの連続性を大切にし、可能な限り、その連続性が保障   
できる里親に委託するよう努めること。  

り 都道府県知事は、里親養育における不調は委託児童に心理的な傷を与え  
域の関係機関などと連携を図り、  

モ  

エ 都鱒鱒興和草は、虚弱な児童、疾病の児童等を里親位委託する場合に  

分にした上で、当該児童に最も適合する里親に委託するように努めるこ   
と。特に、その児童がこれまで育んできた人的関係や育った環境などの連   
続性を大切にし、可能な限り、その連続性が保障できる里親に委託するよ   
う努めること。  

ウ 都道府県知事は、里親養育における不調は委託児童に心理的な傷を与え   
る危険があるので、地域の関係機関などと連携を図り、支援体制を確立し   
てから委託すること。  

エ 虚弱な児童、身体障害の児童、知的‡障害の児童等を里親に委託する場合  
は、知識  経験を  等それら  の児童を適切  できると  められる  験を有する等それら  の児童を適切に  できると認められ  
里親に委託す  

オ～キ 略  
ること  る里親に委託すること  

オ 都道府県知事は、児童を里親に委託する場合、児童福祉法施行令第30   
条の規定に基づき、児童福祉司等の中から1人を指名して当該里親の指導   
をさせるとともに、必要に応じて、児童福祉法第27条第1項第2号の規   
定に基づき、児童委員に、児童福祉司等と協力して、当該里親の指導をさ   
せること。  

カ 都道府県知事は、児童を里親に委託する場合、里親に対し、養育上必要   
な事項及び指導を担当する児童福祉司、児童委員等（以下「指導担当者」   
という。）の名前を記載した書類を、児童相談所を経て交付すること。  

キ 都道府県知事は、里親に委託されている児童の保護がより適切に行われ   
ると認められる場合には、児童に適所施設の指導訓練を受けさせることが   
できること。  

ク 都道府県知事は、現に児童を養育している里親に更に他の児童の養育を   
委託する場合には、指導担当者等の意見を聴いて、児童を委託すること。   

■‾．  

ク 都道府県知事は、現に児童を養育している里親に更に他の児童の養育を   
委託する場合には、指導担当者等の意見を聴いて、児童を委託すること。   

ケ～コ  略  ケ 都道府県知事は、児童が兄弟姉妹である等必要と認められる場合には、  
同時の措置によって、1の里親に対して2人以上の児童を委託して差し支  
えないこと。   

コ 里親に委託された児童について、家庭復帰、養子縁組若しくは社会的自  
立等により里親委託が必要でなくなった場合又は里親委託を継続し難い事  
由が発生した場合、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴いて、里親  
委託を解除すること。この場合、児童福祉の観点から、慎重に審査の上で  
行うこと。  

（2）児童相談所長の役割   

ア 児童相談所長は、児童福祉法等の規定により通告若しくは送致された児  
童又は相談のあった児童につき、必要な調査、判定を行った結果、その児   
童を里親に委託することが適当であると認めた場合、これを都道府県知事  
に報告すること。   

イ 児童相談所長は、絶えず児童福祉施設と密接な連絡をとり、その実情に   
精通するとともに、当該施設において入所保護を受けている児童のうち里   
親委託を適当とする児童がいた場合には、その児童につき必要な調査、判   
定を行い、措置を行った都道府県知事に報告すること。   

り 里親に児童（特に乳児又は幼児）を委託する場合には、児童相談所長   
は、保護者に対し、母子健康手帳を里親に渡すよう指導すること。また、   
児童又は児童の保護者が母子健康手帳の交付を受けていない場合は、里親  
に対し、交付を受けるよう指導すること。   

（2）児童相談所長の役割   

ア～り 略   
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談所を介して当該墓室里親に協議されたい。  
5専門里親への委託  

｛1’ 

（以下、削除）  

談所を介して当該塁遡里親に協議されたい。  
5 専門里親への委託  

（2）  
（2）専門里親の委託児童は、様々な行動上の問題を起こす場合があることが予  

児童、関の  
こ  

ップに努めること  のフォローアップに努めること  
（3）剋墜  

且 
児 
の児童について家庭復帰のための準備や調整が本格的にはじまった時期が望  
ましいこと。  

6 削除  

‾‾ 

2人目の児童の委託について納得しているか、又は1人目の児童について家  
庭復帰のための準備や調整が本格的にはじまった時期が望ましいこと。  

6 里親が行う職業指導  
里親が職業指導を行う場合には、都道府県知事は、次の点に留意すること。  
ア 都道府県知事は、あらかじめ、委託児童の同意を得ること（最低基準第  

20条第2項）。その際には、進学等の他の選択肢や、指導を行う職業、  
職業指導の条件等について、児童に詳細に告げなければならないこと。  

イ 都道府県知事は、あらかじめ、1年以内の期間を定めるものとし、事前  
に目標を設定し計画的な指導を心がけるなど、当該期間内に職業指導の目  
的が達成されるように努めること（最低基準第20条第3項本文）。  

ただし、都道府県知事が当該委託児童、その保護者及び児童相談所長か  
らの意見を勘案して必要と認めるときは、あらかじめ当該児童の同意を得  
て期間を更新し、職業指導を継続することができ、その後も同様であるこ  
と（最低基準第20条第3項ただし書）。  

り 都道府県知事は、児童に対し適切な職業指導がなされるよう、指導の内  
容や職場環境等に関し、個々の事例ごとにあらかじめ、里親が職業指導を  
行うに当たって遵守すべき条件を定めること。  

エ 都道府県知事は、当該児童が最も希望する職種についてその児童に最も  
適合する里親を選定するように努めること。   

第5 里親が行う児童の養育  
1 里親が行う児童の養育は、児童福祉法等の規定に基づき、誠実に行うこと。   
2 都道府県知事は、委託児童に対して適切な社会的な養育を行うため、必要に   
応じて、児童相談所、里親、児童委員、児童福祉施設、福祉事務所などによる   
養育チームを編成し、会議を開催するなど、児童の養育について協議し、里親  
の行う児童の養育の向上を図ること。   

ま子子う場は、終了後の就職吏選宣辿  
て  

一句  

第5 里親が行う児童の養育   
1 略   
2 都道府県知事は、委託児童に対して適切な社会的な養育を行うため、必要に   
応じて、児童相談所、里親支援機軋 里親、児童委員、児童福祉施設、福祉事  
務所などによる養育チームを編成し、会議を開催するなど、児童の養育につい  
て協議し、里親の行う児童の養育の向上を図ること。  
（以下、削除）  

3 児童相談所長は、自立支援計画を里親に提示するに当たっては、里親に対   3 児童相談所長は、養育計画を里親に提示するに当た   委
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し、委託児童の養育において当該里親が果たすべき役割について説明しなけれ   

ばならない。  
4～6 略   

託児童の養育において当該里親が果たすべき役割に   
ない。  

4 里親は、児童に対して、実親のこと等適切な情報   
と。その際は、児童相談所と十分な連携を図ること  

つ  

こ 、〔ノ 行 に 期 時 な 切 適 を 供 捏   

†  
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5 里親は、児童の養育について研修や助言を受け、又は自己評価を行うなどに   
より養育の質の向上に努めること。  

6 里親は、児童と保護者との通信、面会、一時帰宅等については、児童相談所   
と協議の上、児童の最善の利益にかなう方法で行うこと。  

7 里親は、児童の養育に関して問題が生じ又は生じるおそれがある場合及び児   
童の養育についての疑問や悩みは、1人で抱え込まず、速やかに指導担当者に   
連絡するとともに、児童相談所等の公的機関又は民間団体に相談を行い、児童   
が健全に育成されるよう努めること。  

8 養育里親、親族里親及び短期里親は、駆ナ   
ること。  

専門里親は、要約的な記録をつけ、必要な場合には、叙述的な記録をつける  

7 里親は、児童の養育に関して問題が生じ又は生じるおそれがある場合及び児   
童の養育についての疑問や悩みは、1人で抱え込まず、速やかに指導担当者に   
連絡するとともに、児童相談所等の公的機関又は里親支援機関等の民間団体に   
相談を行い、児童が健全に育成されるよう努めること。  

8 
‘ 

（以下、削除）  

こL   

第6 里親等への指導   
1 都道府県知事は、里親に対し、指導担当者を定期的に訪問させるなどによ  

り、児童の養育について必要な指導を行うこと。  
特に、聯  

に、。＝）頻繁に訪問するなど、厳正な指導監督を行うこL   
2 児童相談所長は、里親への指導に関して、指導担当者に必要な助言を行うこ  

と。   
3 指導担当者は、訪問等により里親に対し指導した事項を児童相談所長に報告  

し、必要があれば、都道府県知事に報告すること。   
4 指導担当者は、児童の養育に関して必要な指導を行ったにもかかわらず、里  
親がこの指導に従わない場合は、児童相談所長を経て、都道府県知事に意見を  
添えて報告すること。   

5 児童相談所長は、連絡先の教示など児童が児童相談所に相談しやすい体制の  
整備に努めること。   

6 都道府県知事は、指導担当者に定期的に児童の保護者と連絡させるなど、児  
童の家庭復帰が円滑に行われるよう努めること。   

第7里親への支援  
1 

て  
うのではなく、嘩養育を支援するこ  

上＿＿」  

2 都道府県知事は、里親からの相談に対応できる体制の整備に努め、里親から  
相談や支援を求められた場合、速やかに適切な対応を図ること。  

3 都道府県知事は、里親から都道府県知事による再委託の措置（一時的な休息  
のための援助の措置）の申出があった場合、又は里親の精神的・肉体的疲労度  
等から都道府県知事による再委託の措置 卜一時的な休息のための援助の措置）  
を必要と判断した場合には、児童の養育に配慮し、速やかに適切な対応を図る  
こと。   

4 都道府県知事による再委託の措置（一時的な休息のための援助の措置）を受  
けようとする里親は、この措置により児童が心理的に傷つかないよう、この措  
置により児童が委託される里親や児童福祉施設との間で、良好な関係を築くよ  
う努めること。   

第6 里親等への指導  
1 都道府県知事は、里親に対し、指導担当者を定期的に訪問させるなどによ  

り、児童の養育について必要な指導を行うこと。  
（以下、削除）  

2～4 略   

5 児童相談所長は、連絡先の教示など児童が児童相談所や児童福祉審議会等に  
相談しやすい体制の整備に努めること。   

6 都道府県知事は、指導担当者に定期的に児童の保護者と連絡させるなど、児  
童の家庭復帰が円滑に行われるよう努めること。   

第7 里親への支援   
1 里親が行う児童の養育は、個人的な養育ではなく社会的な養育であるので、  
都道府県知事は、児童の養育のすべてを里親に委ねてしまうのではなく、社会  

2 都道府県知事は、里親支援機関等と連携し、里親からの相談に対応できる体   
制の整備に努め、里親から相談や支援を求められた場合、その他必要に応じ速   
やかに適切な対応を図ること  

3～4 略  



第8里親への研修  

3 
て 

簑⊥ 
1 都道府県知事は、自ら又は児童相談所長、里親支援機関、福祉事務所長、児  
童委員、民間団体等を通じて、里親希望者及びNPO等の里親制度支援者に対  
し情報提供、広報活動を行うことはもちろん、民間団体等と協力して広報等の  
活動を積極的に行うことにより、里親希望者や里親制度支援者の開発に積極的  
に努めるとともに、里親制度に対する一般の理解と協力を高めるように努める  
こと。   

2 略  

第11 都道府県間の連絡 略  

第8 里親への研修  
里親への研修については、専門里親の研修については「里親の認定等に関す  

る省令第19条第2号の厚生労働大臣が定める研修」（平成14年厚生労働省  
告示第290号）において研修科目等について規定したところであるが、専門  
里親研修の詳細及び他の里親への研修については、別途通知で定めること。  

第9 里親制度の普及  
1 都道府県知事は、自ら又は児童相談所長、福祉事務所長、児童委員、民間団  
体等を通じて、里親希望者及びNPO等の里親制度支援者に対し情報提供、広  
報活動を行うことはもちろん、民間団体等と協力して広報等の活動を積極的に  
行うことにより、里親希望者や里親制度支援者の開発に積極的に努めるととも  
に、里親制度に対する一般の理解と協力を高めるように努めること。  

2 都道府県知事は、児童を養育し難い保護者や児童の養育を希望する者が、児  
童相談所等に相談に来るよう啓発に努めること。   

第10 都道府県間の連絡  
1 都道府県知事は、他の都道府県に居住する里親に児童を委託しようとする場  
合には、当該他の都道府県知事に、当該児童に関する必要な書類を送付して、  
その児童に適合する里親のあっせんを依頼すること。  

依頼を受けた都道府県知事は、適当な里親を選定し、その里親に関する必要  
な書類を依頼した都道府県知事に送付し、里親にその旨を通知すること。  

書類の送付を受けた都道府県知事は、適当と認める場合には、その書類に基  
づいて、里親への児童の委託を行うこと。   

2 都道府県知事は、都道府県内に居住する里親に委託する適当な児童がいない  
場合には、里親に関する必要な書類を他の都道府県知事に送付することが望ま  
しい。この場合、里親にその旨を通知すること。  

書類の送付を受けた都道府県知事が、その里親に対し児童を委託しようとす  
る場合は、その書類に基づいてこれを行うこと。   

3 都道府県知事は、児童を委託した里親が当該都道府県内に居住していない者  
である場合又は他の都道府県に住所の移転を行った場合には、関係書頬を送付  
して、当該里親の居住地の都道府県知事にその指導を依頼するとともに、当該  
里親にその旨を告げる  
指導監督に服するもの  
行うこと。  

と。この場合、当該里親は、居住地の都道府県知事の  
し、各種の申出又は届出は、居住地の都道府県知事に   

こ
と
 
 



4 1から3の場合には、委託元の都道府県の児童相談所長と委託先の都道府県  
の児童相談所長の双方が連絡を密にし、児童の養育に支障のないよう留意する  

こと。   
5 1から3の場合には、委託元の都道府県の児童相談所長は、委託された児童  

の保護者に、当該児童の養育の状況を報告すること。   
6 指導を依績された都道府県知事が里親委託の措置に影響を及ぼすと認める事  

実を知った場合には、直ちに、児童を委託した都道府県知事にその旨を連絡す  
Z、、・ し  
′J ㌧－ 」〔〉   

第11 費用  
児童福祉法第27条第1項第3号の規定により児童を里親に委託した場合の  

措置に要する費用については、平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生  
事務次官通知「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」  

によること。   

第12 費用 略  




